
 

令和 2年度（2020年度）第 1回宝塚市人権審議会 会議録 

 

１ 開催日時    令和 2年（2020年）8月 28日(金) 9時半から 11時半まで 

 

２ 開催場所    中央公民館 209・210 

 

３ 出席者     委  員 21名中 18名出席 

          事 務 局 14名出席 

 

４ 協議事項  

（１）第３次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針令和２年度（2020年度）行動計画（案）

について 

 （２）報告事項 

 （３）その他 

 

 

５ 内  容 
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それでは定刻となりましたので、ただ今から令和 2年度（2020年度）

第 1回宝塚市人権審議会を開催いたします。 

 委員の皆様には大変お忙しいところ、ご出席いただきまして本当にあり

がとうございます。私は、本日の進行を務めさせていただきます、人権平

和室長の津田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、新しい委員の皆様による初めての審議会でございますので、中

川市長から委員へ委嘱状を交付させていただきます。 

 

（委嘱状公布） 

 

ありがとうございました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（市長挨拶） 

 

（委員自己紹介） 

 

（事務局職員紹介） 

 

それでは、審議に移りたいと思いますが、はじめに、本日の会議の成立

について、本日の委員出席者数は 18 名で、定数 21 名でございますので過

半数を超えており、宝塚市人権審議会規則第 6 条第 2 項の規定により、会

議が成立していることをご報告申し上げます。 

次に、会長、副会長の選出についてですが、会長、副会長の選出につい

ては、審議会第 5 条第 1 項において「委員の相互により定める」となって

おりますが、何かご意見等ございますか。 

 

ご意見等内容ですので、事務局から提案させていただきます。会長には

室﨑委員を、副会長には日高委員を提案させていただきます。 

 

（会長、副会長承認） 

 

（会長、副会長挨拶） 

 

これからの議事進行につきましては、審議会規則第 5条第 2項の規定

によりまして、会長にお願いしたいと思います。 
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傍聴希望者はありますか。 

 

本日の傍聴希望者はありません。 

 

それでは、議事に入ります。 

はじめに、「今年度の審議会の開催予定」について、事務局から説明

をお願いします。 

 

人権審議会は、年 3回の開催を予定しています。 

本日開催しております審議会が第 1回目として、次の議題にあります第 3

次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針令和 2 年度（2020 年度）行動計画

（案）について審議いただきます。 

2 回目は、11 月頃に本年度の上半期実績について報告の上、来年度の予

算や計画に反映できるようご意見をいただきたいと考えています。 

3回目につきましては、3月に次年度の計画を報告する予定としています。 

行動計画以外の議題につきましては、随時、審議いただくことになりま

す。 

 

一つ質問です。従前から年 3 回ということですが、例えば、新型コロナ

ウイルスの影響で深刻な状況になった場合は、3回行わないこともあります

か。 

 

昨年も、コロナウイルスの影響で 3 月に予定していた 3 回目の審議会を

中止しました。状況によって変わることもございますので、その際は皆様

にはお伝えいたします。 

 

年 3 回とのことですが、回数に縛りがあるのですか。特化したテーマで

小委員会を開催することはできますか。 

 

予算は 3 回分になりますが、審議いただく事項がありましたら審議会も

しくは小委員会どちらかの形で開催できるよう対応したいと思います。 

 

それでは続いて、「第 3次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針令和 2年

度（2020年度）行動計画（案）について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（説明） 
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事務局から説明に関して、ご質問あればお願いします。 

 

人権擁護委員協議会では、街頭啓発を年間 2 回実施しておりますが、今

年度は新型コロナウイルスの影響で実施できていません。啓発事業など、

状況が改善して、これだけの条件が揃ったら実施してもいいという基準は

宝塚市にありますか。 

 

政府は大規模な集会は 5千人まで、収容率を 1/2以下にする等、3密にな

らないようしていますが、宝塚市独自の一律の基準はございません。 

あとはマスク着用をお願いする、換気を徹底するというような、それぞ

れ主催者の判断になると思います。 

 

街頭啓発はいかがでしょうか。 

 

屋外ですと３密にはならないので、屋内に比べれば実施しやすいとは思

います。 

 

「女性への暴力の根絶とあらゆる人の人権の尊重」に、電話相談の回数

を増やし、面接相談の回数を減らしニーズに対応したとありますが、これ

はコロナウイルスの影響ですか。それとも面接よりも電話の方が気軽だか

らですか。 

 

コロナウイルスの影響で件数が増えた、という報告は聞いておりません。

男女共同参画センターに出向く面接相談よりも電話相談の方がニーズがあ

るので、回数を調整したようです。 

 

緊急事態宣言により、センター自体が閉館になったので、その理由もあ

るかと思います。 

 

質問です。人権相談に、差別事象対応件数 8 件、電話相談 5 件とありま

すが、話せる範囲でどのような内容かお聞きしたい。 

また、子どもの分野で、中学生の自死のことで 6 月に報告書が提出され

ましたが、教育委員会や市長部局としてのこれからの対応はどうされるの

ですか。 
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差別事象対応件数につきましては、すべて落書きの報告件数です。施設

管理者が発見し、こちらに連絡があり、確認したものになります。書かれ

ている落書きは、法務局や警察、当事者に報告するような内容ではありま

せんでした。一度落書きが発生すると、続けて発生する場合が多いです。

そして、しばらく空いてまた同じ落書きをされるケースがここ何年か続い

ています。 

電話相談は、人権相談にあたるか判断しづらいのですが、ご本人が「人

権にかかわるので、話を聞いてほしい」とのことであれば、人権男女共同

参画課の職員が対応しており、5件でした。中身について詳しくは言えませ

んが、直接差別を受けたというような相談ではありませんでした。 

また、2つ目の質問についてですが、市長が出席する総合教育会議にて、

その案件について審議しています。検証委員会を設置し、教育委員会とし

て再発防止の骨子案並びに具体的な防止策を作成し調整しています。 

 

膨大な報告書が出て、ホームページにも掲載されるとのことでしたが、

それを学校現場にどう生かしていくのか。 

 

報告書の冊子を全教員に配布し、内容について周知しています。管理職

や生徒指導担当など、様々な部門ごとに分けて教育委員会主催で、再発防

止のための研修会を開いています。 

 

私は教職員の研修に講師として呼ばれることが多いのですが、新しい生

活様式の中でどのように啓発を行っていくのか。オンラインでもしている

が、パソコンがない方にどう啓発していくのか、新しい啓発のスタイルを

見つけようとしています。他の自治体もそろそろ秋ぐらいから動き出して

います。 

また、若手職員に対する部落差別研修は今後も従前どおりにされるのか、

拡充されるのか。 

 

役所内で言いますと、環境の部署がＺＯＯＭを用いたフォーラムを開催

しようとしています。別の会議でもそういった要望も出てきていますので、

補完、もしくはメインで活用するか検討していきます。 

 若手職員に対する部落差別研修は、今年度も実施予定です。今年度は、

コロナウイルスの影響もあり、他の人権に関する研修とまとめた形になる

と思います。拡充するかどうかは未定ですが、引き続き継続する予定です。 
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「ともにいきる宝塚は、令和元年度 10月末できずなの家の認定は終了」

とありますが、説明をお願いします。 

 

この補助金については元々期限がございまして、令和元年 10月をもって

終了しました。 

補足です。市民協働推進課の補助金は終了しましたが、今年度、文化政

策課で外国人市民の支援の補助金を創設しました。ともにいきる宝塚さん

は、若干ではありますがその補助金を受け、外国人支援の事業を継続して

いただいています。 

 

ここからは、ご意見のある方お願いいたします。 

 

若手職員に対する部落差別研修についてですが、この間、学生の状況が

変わっていると思います。アンケート調査の結果を踏まえてお伝えすると、

大阪市立大学の阿久澤麻理子先生が 2014年に若者の共生意識調査を行いま

した。京都、滋賀、大阪、兵庫、鳥取の国公立と私立の１２大学が対象で、

「あなたの身近な人の中に、障碍のある人、在日韓国朝鮮人、性的マイノ

リティの人、被差別部落の人がいるかどうか」の項目がありました。そこ

で、被差別部落の人と出会ったかどうか分からない、出会ったことがない

人は８７．５％、約９割の人がそう回答したそうです。ただその一方で、「以

前、部落差別に関する研修を受けたことがありますか」の問いには、７０．

３％は部落差別を知っている、だが、そこにはリアリティーがない。そこ

から６年後、行政職員の特に若手の先生が「部落差別の学習はしたことが

あるけど、実態について知らない、当事者に出会ったことがない」と言わ

れます。若手職員に対する研修を拡充する必要があるのではないか。 

 

新任職員の研修だけではなく、モニタリングに関する研修も各所場で出

来るよう拡充を図っています。この研修は、実際にモニタリングをして削

除要請することが主目的ではなく、今インターネットや掲示板等で部落差

別だけでなく外国人等の様々な差別についてどんなことが書き込まれてい

るのかを見ていただき、間違った知識や偏見を持たないようにするための

研修です。平成３０年度から進めておりまして、徐々に受講者数も増えて

きています。 

この研修以外にも、市民の皆様のご協力を賜りまして交流学習会という

研修も実施しています。地域の方に、実際にあったことなど生の声をお聞

きしながら勉強しています。 
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外国人の人権について、色々なものが混在していると思います。例えば、

ニューカマー、オールドカマーには個別の背景や課題があると思います。

海外の国際理解や異文化理解もできた方が良いことではありますが、地域

の多文化共生や人権課題の優先順位を考えると、整理が必要ではないでし

ょうか。海外のことに関心がある、今の日本の豊かさを維持するためには

外国人労働者が必要と言いながら、隣に外国人が住むのは嫌だという意識

がまだあったりします。生活者として地域に一緒に暮らしている人たちと

一緒にどうやって宝塚市を生きていくのかを最優先に考えなくてはいけな

い。その中で人権施策として何をすべきか整理する必要があると思います。 

 

この会議は、宝塚市の人権にかかわる問題や施策を考え話し合います。

例えば、「オックスフォードの街の歴史と伝統」の英語講演会実施とありま

すが、これがどのように人権課題と結びついているのか。本当に人権問題

として施策として取り組んだものなのか。もう少し精査すると、ここから

消えるものも多いのではないか。 

 

外国人の人権については、多文化共生への理解に関する啓発が多いです。

ここには幅広く書き込んでいますので、精査していきたいと思います。 

 

行動計画の基本方針に、「在日韓国・朝鮮人の歴史を振り返り、日本社会

の反省から隣人としてのより良い関係を作る努力と、自由に民族名（本名）

を名乗ることができる、また民族的ルーツを心置きなく語れる社会環境を

つくっていく」とありますが、この基本方針に則って何が行われたか。こ

れらの取組では不十分だと思います。学校教育が大きく影響してきますが、

学校教育課の取組が一切書かれていません。基本方針には大変いいことが

書かれていますので、それに則って具体的に施策を進めていただきたい。 

 

人権課題とは何かを各担当が理解した上で、取り組んでいただきたいと

思います。 

 

「３月に実施予定だった部落差別解消推進法に関する講演会を新型コロ

ナウイルス感染症により延期した」とありますが、今後先が見えない状況

で時期をずらせば実施できるのか。会場の人数制限もあり、多くの人に聞

いてもらえないと思います。法律が出来て３年が経過しています。広報誌

の一面で扱う等、ほかの方法で部落差別解消推進法を周知や啓発すること
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が必要ではないか。 

 

現在、コロナウイルスの影響で開催できるかわからない中ですが、来年

の１月実施に向けて準備を進めています。広報誌だけでなく、ウィズたか

らづかや様々な媒体を活用しながら周知を図っていきたいと考えていま

す。 

 

市は、コロナウイルスが影響してイベントが中止にする。それだけで、

他に何もしないのか。この会議も各団体の代表や市民の代表として参加し

ています。今の段階で他に何かできないのかを考えるべきではないのでし

ょうか。自分の組織では何ができるだろうか。小人数でも結構だと思いま

す。少人数だからこそ出来るものはあると思います。中止で終わりではい

けないと思います。 

また、ここの実績に〇〇ができた、という報告が多く並んでいますが、

主催者側ではなく、学習を受けた側が理解して、初めて評価ができるもの

です。〇〇をしました、ならわかります。取組が十分だと錯覚します。 

校区人権、まちづくり協議会、部落解放同盟、その他多くの組織に戻っ

たときにこの冊子をベースに人権啓発として何ができるのか考えたいと思

います。例えば、校区人権で 3 密を防ぎ、人数制限をして人権学習を行い

ました。できることもあります。感染が恐いと思う方は、参加しない自由

もあります。学習したい方には場を提供すべきだと思います。 

 

市民の皆様も独自でそれぞれ取り組んでいらっしゃる。市役所は昨年中

止して今年度の１月に実施に向けて準備しているとのことですが、冬はイ

ンフルエンザもあり、開催できるか分からないですよね。本当は集まって

啓発したいけど、違う方法も検討しなくてはと思います。市役所の事業や

研修も空白期間がない方が良いと思います。 

また、感染症による差別は同じことが繰り替えされています。３５年前

のエイズのときもそうでした。社会の中で人数が少ない人や立場が弱い人、

そもそもの格差問題が強化されていきます。ご意見のあったように、啓発

や取組をより具体的に案を出していかないと。ただ延期というのはどうで

しょうか。この会議だって冬に開催できるのか。この１回目が今年度最後

かもしれない。今までとは違うバックアッププランを出せたらと思います。 

 

市役所も予算があって臨機応変に動きづらいと思いますが、この状況は

これからも続くと思いますので、何か代替案を出せればいいと思います。 
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また、この審議会ももし開催できなければ、書面開催などの方法等でも

実施したいと思います。 

 

ＩＴやリモートなどを導入するとなったら、設備が必要になります。別

の会議で、市の大きな施設を使おうと思いました。そこで、ＺＯＯＭを使

用したいという声がありました。しかし、その施設は利用できる環境にな

っていません。市の予算は分かりませんが、財政の問題やセキュリティの

問題で出来ないと言われ、受け入れてもらえません。 

モニタリング事業にしても対応が遅れました。書面だけで済まされない

ように、思いを言葉で伝えられるような方法にしていただきたい。 

 

ＺＯＯＭなどＩＣＴを積極的に活用するための予算が国からも出ていま

す。紙やＳＮＳ等お金をかけずに出来ることもあると思いますので、工夫

しながら啓発を止めないようにしていきたいと思います。 

 

この議題についてはここまでにして、次の「報告事項について」事務局

から説明をお願いいたします。 

 

説明 

 

ただ今の報告に対して質問等ございませんか。 

 私から質問よろしいでしょうか。モニタリング事業はどのように行われ

ていますか。 

 

毎月、人権男女共同参画課と３人権文化センターがそれぞれ８時間ずつ

行っています。一人の職員が担当している部署もありますし、分担してい

る所もあります。曜日や日にちは業務の都合上決められないので、各部署

で時間の空いているときに実施しています。部署ごとに様々なサイトを分

担して、様々なキーワードを入力して差別表現がないか検索しています。 

 

具体的にはどのようなことが書かれていますか。 

 

差別的表現だと判断しているので、具体的な内容について公表しないこ

とになっています。部落差別については、法務省からも基準が出ています

が、在日外国人やそれ以外の人権問題については、細かな基準は出ていま

せん。単純に書き込まれている単語だけではなく、地域名を書き込み、偏
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見に満ちた内容が書かれているものに対しても、削除要請させていただい

ています。 

 

その基準については、見せてもらえるのですか。 

 

前回お配りした簡単な抽象的なものしかなく、特に決まった基準はござ

いません。また次回お配りします。書かれている一文だけではなく、前後

含めて確認しており、一人の担当者だけの感覚だけではなく、複数の人間

で意見を出し合いながら、決めています。 

 

私の地域でもかなり深刻な事態がありました。小学校４年生がネットに

繋いだゲーム機を通して、インターネット上に悪意のあるサイトを見てし

まい、かなりショックを受けたそうです。教師も行政職員も部落問題の教

育がされていないので、子どもたちは何も知らないまま最初に悪意のある

情報に出会ってしまう。教育長名義で法務局に削除要請を行い、市長部局

の方は男女共同参画課の方で要請をしました。出してからも時間がかかる

ので、野放しの状態です。若年層の人が自分の地域のことを調べたら、急

に悪意のある情報に出会ってしまうことが、今後十分起こりえます。その

想定の下で、研修を行い、対応できるようにご検討いただけたらと思いま

す。 

 

私は書き込みを見るのも腹立たしいです。検索したら、そのサイトの閲

覧アカウントが上がるのも嫌です。でも、何が書かれているか気になりま

す。先ほど市から、法務局に削除要請の件数について報告がありましたが、

その内容についても審議会の委員は知るべきではないか。我々は普段見る

ことができないが、誤った情報であふれている。事例を出してもらわない

と理解できない。 

法務局にいくら削除要請しても、「具体的に誰がどんな被害を受けたの

か」という対応をされる。 

 

どういった形で公表するのか内部で検討させていただきます。法務局に

削除要請した際に、被害を受けているのは誰かなど、細かく聞かれた対応

があったことは、事実だと思います。しかし、法務省から通達が出た後に

ついては、対応は変わっていると思います。部落差別以外については、従

前の対応のままかもしれません。削除要請を続けていく事で、法務省の対

応も変わっていくことを期待しています。 
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プライバシーなど市が気にする基準があると思いますが、差別落書きは、

消す前に写真を撮ります。ネット上で書き込まれているとういうことは、

写真と一緒です。審議会委員も、その書き込みが人権侵害であると学習が

できます。そうでないと、当事者の私たちと怒りを共有するのが難しいと

思います。 

 

中々難しい所があると思いますが、ここは特別な会議ですし、皆さんの

目に触れて「これはおかしい」という意識をもつことによって、また人権

意識が高まると思いますので、ご検討いただけたらと思います。 

このモニタリング結果というのは、市の職員にも周知されているのでし

ょうか。 

 

職員にというわけではないのですが、審議会に報告した後、ホームペー

ジに公表しています。 

 

学校現場においては、貴重な教材だと思います。見える差別と見えない

差別がありますが、これは見えない差別です。職員の方の調査によって分

かった、これだけの差別がある、部落差別と在日外国人に対しての書き込

みがあることを職員に周知すれば、疑問を持ったり、何か気づきがあった

り、課題意識を持つと思います。そして、部落差別解消推進法も出来たこ

とを知る方向につなげることができるのではないか。大きな会場で講演会

をしなくても、啓発はできます。 

 

ホームページ上に公表することで、広く市民の皆様に周知しているつも

りでしたが、職員が見るパソコン上の掲示板など活用して、内部に啓発し

ていこうと思います。 

 

ホームページ上で公開されているということですが、このエクセル形式

の結果が公表されていますよね。エクセルが市民の皆様にとって馴染みの

あるソフトなのか、またこの情報量では実際に何があったのか分からない

と思います。 

また、内容を公開できない理由は、個人名があるからですか。 

 

個人名が出ておりません。具体的な地域名です。それに付随して、差別

的表現が書かれていますので、公開してよいものか検討が必要だと思いま
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した。 

落書きについても、審議会では報告していませんが、落書きの内容によ

っては、関係者の方には連絡させていただいております。 

もし、個人名があった場合は、そこだけ塗りつぶして公表できるかと思

います。次回までの宿題とさせていただきます。 

 

皆さんの気分が悪くなるような内容が出てくるかもしれないが、それを

承知で見るか、どうしても見たくなければ見ないかになりますね。 

 

正直、このエクセルの数値を見ただけで誰が大変な状況だと思いますか。

これだけで公表しています、という姿勢に腹が立ちます。オープンにして

います、というために公表しているように思えます。 

もっと怒れる人が増えない限り、書き込みはなくなりません。 

それが教育啓発だと思いますので、審議会の皆さんにもっと現実を知りた

いという意欲がわくようにしてほしいです。 

 

それでは、次回までの宿題ということで、ぜひとも前向きにお願いいた

します。 

 続いて、その他連絡事項について、事務局から報告をお願いします。 

 

 次回の審議会は１１月を予定しています。議題は、今年度の上半期の実

績と次年度の予算要求前にご意見を頂けたらと思います。コロナウイルス

の影響で、開催方法含めてご相談するかもしれませんが、別途調整いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、これを持ちまして本日の会議を終わります。長時間どうもあ

りがとうございました。 



  



 


